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1217 301 固定資産税 3.1.1 1 ①：要件追加 ①：新規意見 管理方法区分（資産なし、廃業等（市街転出を

含む）、新規）

管理方法区分（未申告、資産なし、廃業等（市

街転出を含む）、休業中、新規、電算）
⑧：業務精度向上

区分をより細かくすることにより償却資産状況の把握及びデータ抽出などで、細分化できる

ため

区分を増やすことで、細分化することができより精密

なデータ抽出ができるため

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度2 要検討 質問

①未申告：既に要件化されている。

3.1.1.備考

『・申告受付日により、申告有無が画面上で確認できること。

　…』

②休業中：現在、要件化されていない。

「休業中」を利用する業務の流れが不明。

③電算：既に要件化されている。

3.1.1.

『…

・電算処理フラグ

…』

①現行運用において、事業者の「休業中」のステータスを管理しているか、確認させてください。

②管理している場合は、その利用シーンをご教示ください。

その

他

①「休業」として管理

②事業の停止などを状況を管理

　・ただし、休業中のステータスでも課税は継続さ

れる。

休業中は管理していない その

他

管理なし。 ①管理していない。 その

他

現行システムのパッケージには含まれていますが、

ほぼ使用していません。

その

他

①「休業中」のステータス管理はしていません。 その

他

①「休業中」のステータス管理を行っておりませ

ん。

②－

その

他

①管理していない。現在使用しているシステムに

「休業中」のステータスが使用できるようになってい

るが、使用したことは無い。

 休業をしている事業者であっても、未稼働資産

は課税対象のため課税されると思われるが、その

場合において、休業中のステータスを利用する業

務の流れが不明である。

その

他

休業中と申告があった場合は申告区分を休業で

設定しています。また、一括印刷（アウトソーシ

ング）において他の申告区分とは別枠で出力

し、送付の有無を個別に判断しています。

①管理していない。 賛

成

システム上管理可能となっていますが、現在活用

はしていません。

その

他

変更なし 【事務局方針】

「休業中」の管理は実務上必須ではないこと、課税対象であることに変わりがないため、反映しない。
償却

840 191 固定資産税 3.1.1. 1 ①：要件追加 ①：新規意見 -

※備考欄又は要件の考え方・理由欄にて、定義す

るでも可。（帳票印字項目についても念のため記

載）

別表２　種類別明細書（減少資産）の数量並

びに取得価額欄は、当該減少した資産の取得価

額を記載するもの。なお、当該資産の一部が減少

した場合は、当該資産の減少した部分に対応する

数量並びに取得価額を記載することとする。

⑥：住民サービス向上

種類別明細書（減少資産）の数量及び取得価額については、様式欄外含め明確に定

義されていない状況である。そのため、団体の運用によっては、「減少した部分に対応する

数量（取得価額）」か「減少後の数量（取得価額）」か記載方法が混在しているとこ

ろ。標準化を機に統一することで、ベンダー仕様による団体間の記載方法の違いの解消は

もちろんのこと、複数市町村へ申告する事業者を中心に負担軽減となると思われる。

左記では、「減少した部分に対応する数量並びに取得価額」としているが、統一方針として

「減少後の数量並びに取得価額」とすることでも問題なし。

なお、Ｓ５８．１０．１３の自治省税務局長通知記載の別途送付資料「固定資産

税（償却資産）申告の手引」によると、取得価額については『「減少分の取得価額」を記

載すること』とされている。

※機能要件、帳票印字項目のいずれかで対応か。

左記のとおり。

自治体間で記載方法が異なると、特に複数市町

村へ申告する事業者を中心に負担となってしまう

（団体間で申告方法を変更しなければならな

い）。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施してい

る機能

優先度2 追加 報告

Ｓ５８．１０．１３の自治省税務局長通知記載の別途送付資料「固定資産税（償却資産）申告の手引」によると、取得価額について

は『「減少分の取得価額」を記載すること』のとおり、種類別明細書（減少資産）の数量及び取得価額については、①「減少した部分に対応

する数量並びに取得価額」について記載することとなっております。

ご意見を受け、以下のとおり修正いたします。

　・帳票要件の要件の「考え方・理由」に以下の文言を追加。

　『種類別明細書（減少資産）の数量及び取得価額については、減少した部分に対応する数量並びに取得価額について記載すること。』

　・帳票印字項目及び帳票レイアウト（欄外）として以下の文言を追加。

　『注意　数量及び取得価額については、減少した部分に対応する数量並びに取得価額について記載してください。』

その

他

・現状、減少後の数量及び取得価額を記載させ

ている。対応を統一し帳票欄外に文言追加する

ではあれば、対応方針記載の文言ではわかりず

らく、混乱を招かないかと危惧します。

その

他

【意見】

・G市では、種類別明細書（減少資産）の数

量及び取得価額について、減少後の数量（取

得価額）を記載する運用としています。

・eLTAX（電子申告）においては、入力方法を

自治体の運用によって選択可能である認識です

（Pcdeskマニュアル）。

・運用の変更は納税者の混乱を招きかねず、加

えて基幹税務システムへの影響が大きいため、減

少後の内容とするか、減少した部分に対応する

内容とするかは選択できることとしていただきたい

です。

賛

成

要検討

【事務局方針】

現行運用に対する影響の大きさも踏まえ、種類別明細書（減少資産）の記載の仕方については、今後のWTで引き

続き検討する。
償却

3322 717 固定資産税 3.1.1. 1 ②：要件変更 ①：新規意見

3.1.1. 償却資産課税台帳作成

＜償却資産課税台帳情報＞

・1/1（元旦）取得フラグ
※1/1（元旦）取得フラグを削除 ⑦：業務効率化

先日提供された「地方自治体基幹システム-（固定資産税）基本データリスト案」に「取

得年月日」という項目があり、ここに1月1日と入力されていれば判別できるので、「1/1

（元旦）取得フラグ」の項目を設ける必要がないため。

③：現行システムでは

使用していない機能
優先度4 修正 報告 APPLICご意見を踏まえて以下の記載を削除する。

「・1/1（元旦）取得フラグ」

その

他

「「地方自治体基幹システム-（固定資産税）

基本データリスト案」に「取得年月日」という項目

があり」とありますが、取得年月ではなく取得年月

日まで規定している資料が確認できないのです

が、どの資料のどこに記載されているのでしょう

か？

帳票レイアウト：種類別明細書（増加資産・全

資産用）には「取得年月」の申告欄はあります

が、「取得年月日」の欄はないと思われますが、

レイアウトを変更するのでしょうか？仮に取得年

月日まで申告し、全資産で日までシステム入力

しなければならなくなると職員の業務量が増大し

ますが、どのように運用する想定なのでしょうか？

【照会】

「地方自治体基幹システム-（固定資産税）基

本データリスト案」を拝見していない中での意見と

なり恐縮ですが、償却資産申告を受ける地方団

体側には、「取得年月」のみ情報が入ってくる認

識です。元旦取得フラグが不要になるということ

は、従来様式で「取得年月」だったもの（種類別

明細書を念頭に置いています）は、「取得年月

日」に改正されるということでしょうか。

賛

成

変更なし

【事務局方針】

反映しない方針とする。

【F市・G市向けコメント】

デジタル庁のデータ要件上、取得年月に修正されたため、ご指摘のとおり反映しない方針といたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

【F市意見】

「「地方自治体基幹システム-（固定資産税）基本データリスト案」に「取得年月日」という項目があり」とありますが、

取得年月ではなく取得年月日まで規定している資料が確認できないのですが、どの資料のどこに記載されているので

しょうか？

帳票レイアウト：種類別明細書（増加資産・全資産用）には「取得年月」の申告欄はありますが、「取得年月日」の

欄はないと思われますが、レイアウトを変更するのでしょうか？仮に取得年月日まで申告し、全資産で日までシステム入

力しなければならなくなると職員の業務量が増大しますが、どのように運用する想定なのでしょうか？

【G市意見】

「地方自治体基幹システム-（固定資産税）基本データリスト案」を拝見していない中での意見となり恐縮ですが、償

却資産申告を受ける地方団体側には、「取得年月」のみ情報が入ってくる認識です。元旦取得フラグが不要になると

いうことは、従来様式で「取得年月」だったもの（種類別明細書を念頭に置いています）は、「取得年月日」に改正さ

れるということでしょうか。

償却

3251 682 固定資産税 3.1.12. ③：要件削除 ①：新規意見

3.1.12.申告書発送情報管理

償却資産申告書及び種類別明細書・申告はが

き・プレ申告データ・種類別明細書（閲覧用）ごと

に発送情報の管理（設定・保持・修正）ができる

こと。

＜申告書等の発送情報＞

・発送日

・発送物名称（償却資産申告書及び種類別明

細書・申告はがき・プレ申告データ・種類別明細書

（閲覧用）の別）

「種類別明細書（閲覧用）」について、要件から

削除するか、利用用途（運用）を明確化くださ

い。

⑧：業務精度向上
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上記資料から「種類別明細書（閲覧用）」の発送（郵送）事務が読み取れない。ま

た、閲覧用は窓口での閲覧が通常事務で送付事務はいままではないと考えるため。ただ

し、未来の運用想定で窓口対応事務を減らす方針である可能性もあると思う。その場

合、その旨がわかる記載が必要。

優先度4 追加 報告

次年度向け償却資産申告書を送付する際に、行政サービスの一環として、前年度の「種類別明細書（閲覧用）」を同封している自治体が

いるため、要件化しているもの。

要件の考え方・理由に追記する。

賛

成

追加 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

2187 440 固定資産税 3.1.13 ②：要件変更 ①：新規意見
＜送付停止条件＞

　・前年度の課税標準額が一定額以下の場合

＜送付停止条件＞

・前年度の決定価格が一定額以下の場合
⑧：業務精度向上

課税標準額を送付停止条件とした場合、例として新型コロナウイルス感染症緊急経済対

策における課税標準の特例措置適用者のように、特例等の適用が無い場合免税点以上

となる納税義務者に対し申告書等を送付することができなくなる。よって決定価格を送付

停止条件とする。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度2 修正 質問

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

■修正前：

3.1.13.

…

＜送付停止条件＞

　・前年度の課税標準額が一定額以下の場合

…

■修正後：

…

＜送付停止条件＞

・前年度の決定価格が一定額以下の場合

…

ご意見のとおり、申告書等の送付停止条件は「決定価格」とする方が、資産の状況を適切に管理できると思いますが、法律上の免税点の判

断は「課税標準」を基準としているため、現行システムで「課税標準」を基準に設定している団体も多数いると思われます。

対応方針のとおり修正してよいか、確認させてください。

支障がある場合はその理由もご教示ください。

反

対

【理由】

①「決定価格」で判断した場合、非課税の義務

者について送付から除外できない。

②一部の資産が特例適用されたことで免税点未

満となっているケースも除外できない。

③今回のコロナ特例（1/2や0/1）は例外的・

一時的な対応の為、その基準でシステム標準化

を検討する必要はない。

④むしろ、特定の条件でしか「停止」条件が設定

できないのではなく、市町村が任意に設定できる

ようにした方が利便性が高いのではないかと考え

る。

（例えば、「停止」該当者のＣＳＶを読み込ま

せることで、一括設定できるとかであれば今後

様々な法制度改正や市町村独自の施策にも柔

軟に対応できる。）

賛

成

その

他

課税標準額又は決定価額から、申告書等の送

付停止を行う対応をもともとしていない。

賛

成

反

対

コロナ特例はかなりイレギュラーな対応で、今後同

様の特例措置が講じられることはあまりないと考え

ます。イレギュラーな場合はその都度対策を講じ

ることはできないのでしょうか？

決定価格を送付停止条件とすると申告書の発

送件数が増え、審査に影響が出ることが考えられ

ます。

現在E市では先端設備のみ所有し、課税標準

額が０となっている所有者には資産明細を載せ

たハガキを送付し、申告は求めていません。

賛

成

その

他

G市では、送付停止条件の判定にあたり、課税

標準額を用いております。順序として、まず法律

上の判断基準である「課税標準額」が必須であ

り、地方団体の実情に応じて「決定価格」を判断

基準とすることも可能とすることが望ましいと考えま

す。

賛

成

賛

成

当市では申告区分が該当資産がない・廃業・大

臣知事配分以外の資産の登録があるもの（電

算・サマリを含む）に対して課税標準額・決定価

格の額を問わず全員に送付をおこなっています。

意見であったとおりに新型コロナウイルス感染症緊

急経済対策における課税標準の特例措置のよ

うに課税標準額が０になってしまった場合のことを

考えると決定価格を基準にした方がいいと考えら

れます。

修正してよい。 賛

成

賛

成

追加

【事務局方針】

免税点未満となっているケースを除外できなくなる等のご意見もあるため、以下の要件はそのままとする。

＜送付停止条件＞

　・前年度の課税標準額が一定額以下の場合

また、実装してもしなくても良い機能として以下の送付停止条件を追加する。

＜送付停止条件＞

　・前年度の決定価格が一定額以下の場合

償却

1175 261 固定資産税 3.1.16 ①：要件追加 ①：新規意見

複数年にわたる更正の際は、現年（または過去

年）に登録した情報を基に他年度へ複写登録でき

ること。

複数年度にわたる更正の際は、現年度（または過

年度）に登録した情報を基に資産一品を複数選

択又は全選択し、他年度へ複写登録できること。

⑦：業務効率化
他の項目では資産の複数選択又は全選択ができることとなっているものもあり、当該項目

についても選択をすることで効率的になるため。

申告もれ資産について、一品情報を現年度又は過

年度に複写入力すること。

②：現行システムでカ

スタマイズを実施してい

る機能

優先度2 修正 報告

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

■修正前

複数年にわたる更正の際は、現年（または過去年）に登録した情報を基に他年度へ複写登録できること。

■修正後

複数年度にわたる更正の際は、現年度（または過年度）に登録した情報を基に資産一品を複数選択又は全選択し、他年度へ複写登録で

きること。

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

3252 683 固定資産税 3.1.26. ①：要件追加 ①：新規意見

3.1.26.大規模償却資産管理

地方税法第349条の４及び同法第349条の４の

規定（大規模の償却資産及び新設大規模償却

資産に対する課税標準の特例等）に基づき、大規

模の償却資産及び新設大規模償却資産の課税

標準額の算出ができること。

システムにおける管理必要項目を明確化ください。

または、「管理項目については、事業者側の実装に

ゆだねる」といった類の記載を追記ください。

①：地方税法（法

律・政令・省令）への

準拠・外部機関

（eLTAX 等）への対

応

曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。

「課税標準額の算出」において、どこまでの情報をシステム登録前に準備して、どこからをシ

ステム実装するかは解釈が分かれるところであると考える。

優先度1 要検討 報告 APPLIC税TFに対してシステム上の管理項目と管理方法について、詳細を確認中。

その

他

追加

【事務局方針】

APPLIC意見を踏まえて、以下の文言を備考欄に追加する。

「管理項目については、事業者側の実装に委ねる。」

ーーーー

■APPLIC向けの質問：

・ご指摘のとおり、大規模償却資産の課税標準額の算出については、人口規模や団体の財政力（基準財政収入

額、基準財政需要額）に基づく値を用いるため、標準仕様書上の管理項目だけでは不足しております。

・仕様の詳細化を検討いたしますので、各社のシステム上の管理項目と管理の方法をご教示ください。

　※各社で差異がある場合には、それぞれご回答いただければ幸いです。

■APPLIC回答：

全社、大規模償却資産の管理機能は保有していません。

「実装してもしなくても良い」ではある上で、もし実装したならば、ベンダ間や利用側の自治体との間でその範囲（解

釈）に大きな差が出ると考えたので意見しましたが、

3.1.1.2に定義された「・大規模の償却資産フラグ（新設大規模償却資産含む）」の管理程度を想定しております。

償却

3282 690 固定資産税 3.1.27.

④：実装類型変更

（実装すべき→実装し

てもしなくても良い/実装

しない）

①：新規意見

3.1.27.取得価額及び評価額の補正

　「機能要件」

補正の方法は以下のとおり。

評価額に対して一定の割合を乗じて補正する。

評価額から一定の価額を減額して補正する。

評価額を強制修正する。（手入力を前提としたも

の。）

　「機能要件」

補正の方法は以下のとおり。

評価額を強制修正する。（手入力を前提としたも

の。）

⑤：過剰な要件

増加償却について要件化されているため、以下の二つについては、強制修正で対応可能と

の認識です。実装してもしなくても良いとして緩和して頂くことは可能でしょうか。

評価額に対して一定の割合を乗じて補正する。

評価額から一定の価額を減額して補正する。

評価額を補正する場合、評価額を直接入力する。
③：現行システムでは

使用していない機能
優先度4

3282/3297

/3354
要検討 質問 ご意見を踏まえて緩和可能かどうか、構成員に確認する。

3.1.27.の評価額の補正方法について、③のみで、①及び②については実装してもしなくても良い機能とできないか、要望が出ております。こち

ら要件緩和が可能か確認させてください。

①評価額に対して一定の割合を乗じて補正する。

②評価額から一定の価額を減額して補正する。

③評価額を強制修正する。（手入力を前提としたもの。）

賛

成

要件緩和可能です。

③評価額を強制修正する。（手入力を前提とし

たもの。）のみで、実務は対応可能です。

①及び②については実装してもしなくても良い機

能で問題無い。

賛

成

もともといずれの対応も行っておらず、利用予定も

ないため要件緩和は可能です。

緩和可能です。「実装してもしなくてもよい機能」

で大丈夫です。

賛

成

特に使用する状況が想定できないため、実装し

なくてもよいと考えます。

その

他

③でも補正することは可能ですが、①または②の

方が入力誤りが少なくなり、良いと思う。なお、

「意見の根拠：詳細」欄に「増加償却について

要件化されているため」とあるが、①の方法で補

正したい場合は、（固定資産評価基準第３章

第１節十一は増加償却のことではないですが）

増加償却の項目に割合を入力することで補正可

能という認識で良いでしょか？

賛

成

③のみ実装すべき機能とし、①及び②は実装し

てもしなくてもよい機能と整理しても、対応可能で

あると考えます。

賛

成

反

対

当市でも評価額を強制入力する事例が何件か

あるため補助機能して③を残したほうがいいと思

いますが、基本的には①・②の補正方法を使用

していくのがいいと考えられます。

③のみでもよい。要件緩和可能。 賛

成

評価額を補正するケースも少ないため、③が実

装されれば支障はありません。

賛

成

修正

【事務局方針】

賛成多数のため、以下のとおり修正する。

ーー

3.1.27.の評価額の補正方法について、③のみを実装すべき機能とし、①及び②については実装してもしなくても良い

機能とする。

①評価額に対して一定の割合を乗じて補正する。

②評価額から一定の価額を減額して補正する。

③評価額を強制修正する。（手入力を前提としたもの。）

ーー

償却

2816 620 固定資産税 3.1.8 1 ①：要件追加 ①：新規意見

賦課決定以降、任意のタイミングで現年度の償却

資産課税台帳をコピーし、次年度向け償却資産課

税台帳を作成できること。その際、現年度申告有の

償却資産課税台帳のみをコピーするか、現年度申

告有・無の償却資産課税台帳どちらもコピーするか

選択できること。

ただし、廃業や資産譲渡等により申告すべき資産を

所有しなくなった事業者に係る償却資産課税台帳

についてはコピーの対象外。

また、現年度の償却資産課税台帳上の評価額及

び減価残存率を自動で更新し、次年度向け償却

資産課税台帳に設定できること。

賦課決定以降、任意のタイミングで現年度の償却

資産課税台帳をコピーし、次年度向け償却資産課

税台帳を作成できること。その際、現年度申告有の

償却資産課税台帳のみをコピーするか、現年度申

告有・無の償却資産課税台帳どちらもコピーするか

選択できること。

ただし、廃業により申告すべき資産を所有しなくなっ

た事業者に係る償却資産課税台帳についてはコ

ピーの対象外。

また、現年度の償却資産課税台帳上の評価額及

び減価残存率を自動で更新し、次年度向け償却

資産課税台帳に設定できること。

⑦：業務効率化

廃業や資産譲渡により申告すべ資産を所有しなくなった事業者に係る償却資産について

は、コピーの対象から外すとなっているが、資産譲渡により申告すべ資産を所有しなくなった

事業者においては、新規で資産を取得する可能性があるため、コピーの対象から外すべき

ではない。

譲渡により資産がなくなった事業者においても、後日

資産を取得する可能性があるため、課税台帳を作

成する必要がある。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度2 2816/636 修正 報告

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

■修正前

3.1.8.

…ただし、廃業や資産譲渡等により申告すべき資産を所有しなくなった事業者に係る償却資産課税台帳についてはコピーの対象外。

…

■修正後

3.1.8.

…廃業や資産譲渡等により申告すべき資産を所有しなくなった事業者に係る償却資産台帳についてはコピーの対象外とするか選択できること。

…

その

他

対応内容に「修正後　廃業や資産譲渡等～コ

ピーの対象外とするか選択できること」とあります

が、「廃業はコピーしない」「資産譲渡はコピーす

る」という様にそれぞれ選択できるという認識で良

いでしょうか？それとも、それぞれ選択するのでは

なく、「どちらもコピーする」「どちらもコピーしない」と

いう様に一括で選択するのでしょうか？

※当市としては、「廃業、解散、転出等のいわゆ

る閉鎖となった事業所分は翌年度の課税台帳は

作成しない」、「それ以外は資産なしでも課税台

帳を作成する」という運用をしたいため、それぞれ

選択できず、一括で選択となると運用に支障をき

たします。

賛

成

修正

【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。

【F市向けコメント】

前者の認識です。F市の運用も実現可能となる想定です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

【F市意見】

対応内容に「修正後　廃業や資産譲渡等～コピーの対象外とするか選択できること」とありますが、「廃業はコピーしな

い」「資産譲渡はコピーする」という様にそれぞれ選択できるという認識で良いでしょうか？それとも、それぞれ選択するの

ではなく、「どちらもコピーする」「どちらもコピーしない」という様に一括で選択するのでしょうか？

※当市としては、「廃業、解散、転出等のいわゆる閉鎖となった事業所分は翌年度の課税台帳は作成しない」、「それ

以外は資産なしでも課税台帳を作成する」という運用をしたいため、それぞれ選択できず、一括で選択となると運用に

支障をきたします。

償却

1481 350 固定資産税 3.1.8 2 ②：要件変更 ①：新規意見

法人住民税システム上で現年度に新規に設定され

た以下の法人基本情報を固定資産税システムに

取り込み、固定資産税システム上の償却資産課税

台帳に反映できること。

法人住民税システム上で指定の期間内に新規に

設定された以下の法人基本情報を固定資産税シ

ステムに取り込み、固定資産税システム上の償却

資産課税台帳に反映できること。

⑦：業務効率化

「現年度」に限りの対象とすると取り込み漏れが起きる恐れがあるため、こちらで指定した期

間内に新規登録された情報を取り込めるようにしたほうがいいと考えます。

例えば、新規法人宛名の取込みタイミングの運用として考えられる例として、次年度向けの

申告書の作成・発送前（11～12月頃）が挙げられます。その際は、前回の申告書発

送（１年前の11～12月）以降の新規法人宛名を一括で取り込めると効率的な運用が

可能になると考えます。

来年度に向けて償却資産に係る新規対象者を把

握するため。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度2 1481/1482 修正 報告

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

■修正前

法人住民税システム上で現年度に新規に設定された以下の法人基本情報を固定資産税システムに取り込み、固定資産税システム上の償

却資産課税台帳に反映できること。

■修正後

法人住民税システム上で指定の期間内に新規に設定された以下の法人基本情報を固定資産税システムに取り込み、固定資産税システム

上の償却資産課税台帳に反映できること。

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

1482 351 固定資産税 3.1.8 3 ②：要件変更 ①：新規意見

法人住民税システム上で現年度に新規に設定され

た以下の法人基本情報を固定資産税システムに

取り込み、固定資産税システム上の償却資産課税

台帳に反映できること。

法人住民税システム上で指定の期間内に新規に

設定された以下の法人基本情報を固定資産税シ

ステムに取り込み、固定資産税システム上の償却

資産課税台帳に反映できること。

⑦：業務効率化

「現年度」に限りの対象とすると取り込み漏れが起きる恐れがあるため、こちらで指定した期

間内に新規登録された情報を取り込めるようにしたほうがいいと考えます。

例えば、新規法人宛名の取込みタイミングの運用として考えられる例として、次年度向けの

申告書の作成・発送前（11～12月頃）が挙げられます。その際は、前回の申告書発

送（１年前の11～12月）以降の新規法人宛名を一括で取り込めると効率的な運用が

可能になると考えます。

来年度にむけて償却資産に係る新規対象者を把

握するため。

③：現行システムでは

使用していない機能
優先度4 1481/1482 修正 報告

ご意見を踏まえて以下のとおり修正する。

■修正前

法人住民税システム上で現年度に新規に設定された以下の法人基本情報を固定資産税システムに取り込み、固定資産税システム上の償

却資産課税台帳に反映できること。

■修正後

法人住民税システム上で指定の期間内に新規に設定された以下の法人基本情報を固定資産税システムに取り込み、固定資産税システム

上の償却資産課税台帳に反映できること。

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

1600 368 固定資産税 3.1.8. 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

＜法人基本情報＞

・法人番号

・法人名（漢字・カナ・ひらがな・英数字）及び法

人名カナ

・代表者名（漢字・カナ・ひらがな）

・本支店区分及び本店所在地（所在地、郵便番

号及び電話番号）

⑧：業務精度向上

＜法人基本情報＞に記載されている項目が＜償却資産課税台帳情報＞に存在してい

ません

＜償却資産課税台帳情報＞の管理項目の見直しをお願いします

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度2 1600/1700 修正 報告

ご意見を踏まえて仕様の明確化のため修正する。

＜償却資産課税台帳情報＞

…

法人基本情報

…

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

3353 727 固定資産税 3.1.8. 2 ⑥：表現の見直し ①：新規意見

3.1.8. 次年度向け償却資産課税台帳作成

備考

・固定資産税システム上の償却資産課税台帳に

職員の承諾なしに自動で反映しないこと。

⑧：業務精度向上

備考欄に"・固定資産税システム上の償却資産課税台帳に職員の承諾なしに自動で反

映しないこと"との記載があるが、この職員とは固定資産税システムを利用している職員な

のか、法人住民税システムを利用している職員なのか、職員であれば誰でもよいのか明確

にしていただきたい。

固定資産税システムを利用している職員にポップ

アップを出して、"OK"を押下させるくらいでよいの

か、法人住民税担当に何かしら了承を得る仕組み

を構築するのかで運用が異なる。

③：現行システムでは

使用していない機能
優先度4 追加 報告

備考欄に"・固定資産税システム上の償却資産課税台帳に職員の承諾なしに自動で反映しないこと"との記載があるが、この職員とは固定資

産税システムを利用している職員なのか、法人住民税システムを利用している職員なのか、職員であれば誰でもよいのか明確にしていただきた

い。

→　固定資産税システムを利用している職員である。備考欄に追記する。

賛

成

追加 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

352 78 固定資産税 3.1.8. ⑥：表現の見直し ①：新規意見 - ※改定理由の内容を削除

「事業者から「適用する固定資産税の特例類型」の記載について、仕様を明確化してほし

いとのご意見を受けたため、仕様を詳細化した。」とあるが、機能要件を見ても特例類型の

記述がなく、記述誤りと思われるため。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

要確認
352/3318/

3324
修正 報告

ご意見のとおり記載誤りのため以下の記載を削除する。

第2.0版への改訂理由(第1.0版の変更点)

3.1.8.

「事業者から「適用する固定資産税の特例類型」の記載について、仕様を明確化してほしいとのご意見を受けたため、仕様を詳細化した。」

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

3318 714 固定資産税 3.1.8. ①：新規意見
6.6.2. 前年申告漏れ資産抽出

どこの記載か確認中
第2.0版への改訂理由(第1.0版の変更点)の記載が誤っていると思われます。 要確認

352/3318/

3324
修正 報告

6.6.2.との関連が不明であるが、3.1.8.については以下のとおり対応する方針。

ーー

以下の記載を削除する。

第2.0版への改訂理由(第1.0版の変更点)

3.1.8.

「事業者から「適用する固定資産税の特例類型」の記載について、仕様を明確化してほしいとのご意見を受けたため、仕様を詳細化した。」

ーー

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

2281 451 固定資産税 3.1.8. 3 ②：要件変更 ②：前回記載意見

償却資産に係る新規対象者を把握するため、法人

住民税システムと連携し、法人住民税システム上で

現年度に新規に設定された以下の法人基本情報

を固定資産税システムに取り込み、固定資産税シ

ステム上の償却資産課税台帳に反映できること。

＜法人基本情報＞

・整理番号（税務署の管理番号）

・事業種目

・資本金等の額

償却資産に係る新規対象者を把握するため、法人

住民税システムと連携し、法人住民税システム上で

現年度に新規に設定された以下の法人基本情報

を固定資産税システムに取り込み、固定資産税シ

ステム上の償却資産課税台帳に反映できること。

＜法人基本情報＞

・整理番号（税務署の管理番号）

・事業種目

・資本金等の額

・自治体内従業員数

・設立設置日

⑧：業務精度向上
法人住民税の申告内容に含まれており、システム上連携可能であるため。

実地調査において重要な情報になる。

自治体内従業員数が多い（=事業の規模が大き

い）にもかかわらず資産なし申告を行う事業者を調

査対象とする。

設立設置日が過去であるにもかかわらず、前年取

得資産のみ申告する事業者を調査対象とする。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度3 要検討 質問 要否を構成員に確認の上、検討する。

3.1.8.枝番3 実装してもしなくても良い機能について、償却資産課税台帳に取り込む法人基本情報として以下の項目が必要であるか、確認

させてください。

＜法人基本情報＞

・当該団体従業者数（意見中の自治体内従業員数）

・設立年月日、設置年月日（意見中の設立設置日）

反

対

固定資産税で法人情報を丸抱えする必要はな

いと考えるため、項目を増やす必要はないと考え

る。

法人住民税システムの情報は取り込んでおら

ず、従業者数や設立年月日等を取り込む必要

性も不明

その

他

あっても問題はなし。 不要です。 賛

成

記入されていれば参考になると考えます。 賛

成

その

他

左記の項目は、未捕捉事業者を効率よく抽出

するために活用し得る情報である認識です。実

装してもしなくてもよい機能であれば、追加に問

題はないと考えます。

賛

成

賛

成

重要度は低めですが、実装されると意見にもあっ

たように新規勧奨や過年度申告漏れ調査を行う

際に役立つ情報のため必要であると考えられま

す。

必要ではない。 賛

成

必須ではありませんが、あれば課税捕捉の端緒

になると考えます。

その

他

修正

【事務局方針】

未申告事業者を補足するために役立つ情報とのご意見もあるため、以下のとおり修正する。

ーーーーー

3.1.8.枝番3 実装してもしなくても良い機能について、償却資産課税台帳に取り込む法人基本情報として以下の項

目を追加する。

＜法人基本情報＞

・当該団体従業者数

・設立年月日、設置年月日

ーーーーー

償却

48 14 固定資産税 3.1.9 ①：要件追加 ②：前回記載意見

次年度向け償却資産課税台帳の情報を基に償却

資産申告書・種類別明細書・申告はがき・種類別

明細書（閲覧用）が一括で作成できること。

次年度向け償却資産課税台帳の情報を基に償却

資産申告書・種類別明細書・申告はがき・種類別

明細書（閲覧用）が一括で作成できること。

追加：種類別明細書は発行枚数ごとに納税義務

者数の集計ができること。

　　　作成にあたって、種類別明細書、種類別明細

書（閲覧用）は選択できること。

　　　オンラインからも随時、出力できること

⑦：業務効率化

仕様書では、自治体の（一品ごとの）登録資産明細書の帳票出力は、種類別明細書

（全資産、増加資産用）、種類別明細書（減少資産用）、種類別明細書（閲覧

用）の３種類の帳票に同一内容が出力されるため、出力帳票を選択可能とし郵送経費

の削減を図る。

郵便局の集配局、重量等ごとに発送件数を把握する必要があるため。

自治体の（一品ごとの）登録資産明細書の出力

帳票を選択可能とする。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度3 修正 報告

・種類別明細書は発行枚数ごとに納税義務者数の集計ができること。

→通しNo.26「償却資産書類発送整理簿」を活用いただく想定。

・作成にあたって、種類別明細書、種類別明細書（閲覧用）は選択できること。

→仕様の明確化のため、作成する帳票の種類を選択できる記載を追加する（申告はがきは作成しないなど）。

・オンラインからも随時、出力できること

→3.1.9./3.1.10で書き分けているため、既に要件化済み。

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

2186 439 固定資産税 3.1.9. ー ①：要件追加 ①：新規意見

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特

例類型、一品ごとの適用する非課税類型の印字

有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特

例類型、一品ごとの適用する非課税類型、一品ご

との適用する減免類型の印字有無を選択できるこ

と。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

⑧：業務精度向上 特例、非課税と同様に課税業務において減免適用漏れを防ぐため。 申告情報入力時に使用する。

①：現行システムで

パッケージ標準で実装し

ている機能

優先度2 要検討 質問 要否を構成員に確認の上、検討する。

次年度向け償却資産申告書（前年度所有者等に送付するもの）を作成するにあたり、あらかじめ「一品ごとの適用する減免類型」を印字す

る必要があるか確認させてください。

※所有者からの減免申請ではなく、あらかじめ自治体側で減免処理を行う場合には必要な機能であると推察しております。

反

対

質問内容が「申告書」となっていますが、申告書

は種類ごとに合算した値を表示する帳票なので、

一品明細毎の減免類型を表示する必要はあり

ません。「種類別明細書」の質問として以下の回

答を行います。

条例による減免の場合でも所有者からの申請に

基づき実施するため、印字の必要は無いと考えま

す。

また、特例と減免が重複した場合も考慮すると、

印字場所も確保できないため、あえて印字する

必要は無いと考える。

賛

成

その

他

所有者からの減免申請に基づき処理しているた

め、印字の必要性はありません。

特に必要なものではありません。 賛

成

現在も各資産の減免内容についてコードで通知

しているため、印字する必要があると考えます。

賛

成

現在当市では、あらかじめ市で減免処理を行う

様なケースはありませんが、要件化してもよいと考

えます。

賛

成

団体様ご意見のとおり、事務処理もれの防止に

資するものと考えます。

賛

成

賛

成

納税義務者・職員いずれにとっても申告内容を

把握しやすくなるため賛成です。

必要ではない。 賛

成

必須ではありませんが、あれば有用と考えます。 その

他

修正

【事務局方針】

賛成多数のため以下のとおり修正する。

ーーーーー

3.1.9.枝番１

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特例類型、一品ごとの適用する非課税類型、一品ごとの適用する減

免類型の印字有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

ーーーーー

償却

3250 681 固定資産税 3.1.9. ⑥：表現の見直し ①：新規意見

3.1.9.申告書作成

次年度向け償却資産課税台帳の情報を基に償却

資産申告書・種類別明細書・申告はがき・種類別

明細書（閲覧用）が作成できること。

作成にあたっては以下の条件を選択できること。

・取得価額の印字有無

・次年度向け課税台帳の情報を基に仮算定した評

価額、決定価格、課税標準額について、それぞれ

の印字有無

　

以下の帳票は、摘要欄への一品ごとの適用する特

例類型、一品ごとの適用する非課税類型の印字

有無を選択できること。

・種類別明細書（全資産・増加資産用）

・種類別明細書（減少資産用）

9-3_帳票印字項目・諸元表_固定資産税.xlsx

帳票No.24　種類別明細書（増加資産・全資産

用）（汎用紙）

項番23　摘要

　

上記項目について、内容欄に「欄内の印字なし」と

の記載があるので、機能要件と緒元表で不整合が

あるように読み取れます。

記載の見直しをお願いします。

⑧：業務精度向上 曖昧な仕様であるため、システム実装に問題が生じる。 優先度2 修正 報告 機能要件の記載を正とし、印字項目一覧・諸元表上の記載を見直す。

賛

成

修正 【事務局方針】

対応方針欄の記載のとおりとする。
償却

WT構成員　回答集約

償却以

外・償却

の別

F市 H市 I市 J市 K市 デジタル庁G市分類用フラグ

帳票レイアウト

関連意見

（該当○）

令和４年度　全国意見照会結果を踏まえた第2.0版修正方針（案） WT検討結果を踏まえた第2.0版修正方針A市 B市 C市 D市 E市

優先度連番
業務内

連番

業務

（選択肢から選択）
項番 枝番

意見の分類

（選択肢から選択）

新規意見区分

（選択肢から選択）

要件 意見の根拠

運用想定
現行システム区分

（選択肢から選択）


